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○ 屋内禁煙等の措置の適用除外となるプライベートな居住空間は、以下のとおり。
・ 旅客運送事業鉄道等車両又は旅客運送事業船舶の客室（宿泊の用に供する個室に限る。）の場所
・ 宿泊施設の客室（個室に限る。）の場所
※「人の居住の用に供する場所」（家庭等）及び「旅館業の施設の客室の場所」も法律において適用除外の場所としている。

適用除外に該当する場所については、プライベートな場所として、私的な利用であること及び生活の場所であることを満たすものと
しており、主な整理は以下の表のとおり。

望まない受動喫煙を防止するための措置に係る適用除外の場所

施設 規制の適用

寄宿舎・
入所施設（※）

個室 適用除外

多床室、共用部 原則禁煙（喫煙専用室設置可）

病院、診療所、
介護老人保健施設、介護医療院

個室 禁煙

多床室、共用部 禁煙

ホテル・旅館の客室 適用除外

簡易宿所、下宿
客室（個室） 適用除外

客室（相部屋）、共用部 原則禁煙（喫煙専用室設置可）

（※） 特養、有料老人ホーム、グループホーム、サ高住、障害者支援施設、小規模多機能型居宅介護事業所、救護施設、厚生施設、宿所提供施設 等


